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証券コード 6413
2026年６月４日

株 主 各 位
東京都港区芝五丁目34番７号
理想科学工業株式会社
代表取締役
社 長 羽 山 明

第72回定時株主総会招集ご通知
拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚くお礼を申し上げます。
さて、当社第72回定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご通知申し上げます。
本株主総会の招集に際しては、株主総会参考書類等の内容である情報（電子提供措置事項）について電子提供

措置をとっており、インターネット上の当社ウェブサイトに掲載しておりますので、以下のウェブサイトにアク
セスの上、ご確認くださいますようお願い申し上げます。

当社ウェブサイト https://www.riso.co.jp/company/ir/library/convene/index.html

また、電子提供措置事項は、当社ウェブサイトのほか、東京証券取引所（東証）のウェブサイトにも掲載して
おりますので、以下よりご確認ください。

東京証券取引所ウェブサイト（東証上場会社情報サービス）
https://www2.jpx.co.jp/tseHpFront/JJK010010Action.do?Show=Show

（上記の東証ウェブサイトにアクセスいただき、「銘柄名（会社名）」に「理想科学工業」又は「コード」に当社
証券コード「6413」を入力・検索し、「基本情報」「縦覧書類/PR情報」を順に選択して、「縦覧書類」にある
「株主総会招集通知/株主総会資料」欄よりご確認ください。）

なお、当日ご出席されない場合は、インターネット又は書面（郵送）により議決権を行使することができます
ので、お手数ながら株主総会参考書類をご検討の上、2026年６月23日（火曜日）午後５時までに議決権を行使
してくださいますようお願い申し上げます。
【インターネットによる議決権行使の場合】
当社指定の議決権行使ウェブサイト（https://www.web54.net）にアクセスしていただき、本招集ご通知と

あわせてお送りする議決権行使書用紙に表示された「議決権行使コード」及び「パスワード」をご利用の上、画
面の案内にしたがって、議案に対する賛否を上記の行使期限までにご入力ください。
インターネットによる議決権行使に際しましては、後記の「インターネットによる議決権行使のご案内」をご

確認くださいますようお願い申し上げます。
【書面（郵送）による議決権行使の場合】
議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示いただき、上記の行使期限までに到着するようご返送くださ

い。
敬具
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記
1．日 時 2026年６月24日（水曜日）午前10時
2．場 所 東京都港区芝五丁目34番７号 田町センタービル

理想科学工業株式会社 本社４階会議室 （末尾の会場ご案内図をご参照ください。）
3．目 的 事 項
報 告 事 項 1. 第72期（2025年４月１日から2026年３月31日まで）事業報告、連結計算書類並びに

会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
2. 第72期（2025年４月１日から2026年３月31日まで）計算書類報告の件

決 議 事 項 第１号議案 剰余金処分の件
第２号議案 取締役賞与支給の件

４．招集にあたっての決定事項（議決権行使についてのご案内）
(1)書面（郵送）により議決権を行使された場合の議決権行使書において、議案に対する賛否の表示がない場

合は、賛成の表示があったものとしてお取り扱いいたします。
(2)インターネットにより複数回、議決権を行使された場合は、最後に行われた議決権行使を有効なものとし

てお取り扱いいたします。
(3)インターネットと書面（郵送）により重複して議決権を行使された場合は、到着日時を問わず、インター

ネットによる議決権行使を有効なものとしてお取り扱いいたします。
(4)代理人により議決権を行使される場合は、議決権を有する他の株主の方１名を代理人として株主総会にご

出席いただけます。ただし、代理権を証明する書面のご提出が必要となりますのでご了承ください。
以 上

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお願い申し上

げます。
電子提供措置事項に修正が生じた場合は、前頁記載のインターネット上の当社ウェブサイト及び東証ウェブサ

イトにおいて、その旨、修正前及び修正後の事項を掲載いたします。
本株主総会の開催に関しましては、書面交付請求の有無にかかわらず、一律に電子提供措置事項を記載した書

面をお送りしております。
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議決権行使についてのご案内
■ 株主総会にご出席される場合

■ 株主総会にご出席されない場合

当日ご出席の際は、お手数ながら本招集ご通知をご持参いただく
とともに同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいま
すようお願い申し上げます。

同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご記入いただきご
送付ください。議決権行使書面において、議案に賛否の表示がない
場合は、賛成の意思表示をされたものとして取り扱わせていただ
きます。

次頁のインターネットによる議決権行使のご案内をご高覧の上、
画面の案内に従って、賛否を入力してください。

スマートフォンでの議決権行使は、「スマート行使」をご利用ください。

2026年６月24日（水曜日）午前10時

2026年６月23日（火曜日）午後５時必着

2026年６月23日（火曜日）午後５時まで

開催日時

行使期限

行使期限

書面による議決権行使

インターネットによる議決権行使
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インターネットによる議決権行使は、当社の指定する以下の議決
権行使ウェブサイトをご利用いただくことによってのみ可能です。

インターネットによる
議決権行使のご案内

■ 書面とインターネットにより、重複して議決権を行使された場合は、イン
ターネットによるものを有効な議決権行使としてお取扱いいたします。ま
た、インターネットによって複数回数議決権を行使された場合は、最後に
行われたものを有効な議決権行使としてお取扱いいたします。

■ パソコン、スマートフォン等による議決権行使ウェブサイトへのアクセス
に際して発生するインターネット接続料金・通信料金等は、株主さまのご
負担となります。

■ パソコンやスマートフォンによるインターネットのご利用環境等によって
は、議決権行使ウェブサイトがご利用できない場合があります。本サイト
での議決権行使に関するパソコン等の操作方法がご不明な場合は、下記に
お問い合わせください。

ご注意事項

「次へすすむ」をクリック

1. 議決権行使ウェブサイトにアクセスする

クリック

お手元の議決権行使書用紙に記載された「パスワード」
を入力し、「登録」をクリック

3. パスワードの入力

入 力

クリック

お手元の議決権行使書用紙に記載された「議決権
行使コード」を入力し、「ログイン」をクリック

2. ログインする

クリック

入 力

9：00～21：00

三井住友信託銀行 証券代行ウェブサポート 専用ダイヤル

ふ0120-652-031

インターネットによる議決権行使に関するお問い合わせ

アクセス手順について

以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。

「スマート行使」について
同封の議決権行使書用紙に記載された「スマートフォン用議決権行使
ウェブサイトログインQRコード」を読み取りいただくことにより、

「議決権行使コード」及び「パスワード」が入力不要でアクセスできます。
※上記方法での議決権行使は1回に限ります。

※QRコードは㈱デンソーウェーブの登録商標です。

2026年６月23日（火曜日）
午後５時まで

議決権
行使期限

https://www.web54.net議決権行使
ウェブサイト
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事 業 報 告
（2025

2026
年
年

４
３

月
月

１
31

日から
日まで）

1．企業集団の現況
（1）当連結会計年度の事業の状況

① 事業の経過及び成果
1）事業全般の状況

当社グループは、2026年３月期の経営方針に、「印刷機器関連事業の安定した運営を継続する」、「理
想科学らしい企画・開発を推進する」、「コーポレート本部の企画力を充実する」を掲げ運営してまいり
ました。
当期の業績は、売上高は前期並みとなり、営業利益は前期と比べ減益となりました。
印刷機器関連事業の売上高及び売上総利益は、2024年７月のインクジェットヘッド事業統合による効

果や為替の円安影響が増加に寄与したものの、日本の孔版事業での販売減少が継続したことや海外のイ
ンクジェット事業での本体製品の販売が減少したことにより、前期並みとなりました。
販売管理費が事業統合や為替の円安影響等により増加したため、営業利益は減益となりました。
営業外損益に為替差益3億3百万円（前期は為替差損3億1千9百万円）を計上し、特別利益に投資有価

証券売却益6億7千7百万円、特別損失に子会社清算損1億1百万円（前期は構造改革費用4億9千万円）を
計上したことなどにより親会社株主に帰属する当期純利益は増益となりました。
売上高は789億9千万円（前期比0.3％増）、営業利益は51億1千1百万円（同17.3％減）、経常利益は

58億7千2百万円（同7.7％減）、親会社株主に帰属する当期純利益は43億7千8百万円 （同7.1％増）と
なりました。
なお、当連結会計年度の期中平均為替レートは、１米ドル150.77円（前期比1.81円の円高）、１ユー

ロ174.79円（同11.04円の円安）となりました。

2）セグメントの状況
・印刷機器関連事業

当社グループは、印刷機器関連事業として、「印刷機器事業」と「インクジェットヘッド事業」を行っ
ております。このうち「印刷機器事業」では、高速インクジェットプリンター「オルフィス」を主とし
たインクジェット事業とデジタル印刷機「リソグラフ」を主とした孔版事業を行っております。
印刷機器関連事業は、売上高は773億1千7百万円（前期比0.4％増）、セグメント利益は48億3千8百

万円（同18.1％減）と前期と比べ売上高は前期並み、セグメント利益は減益となりました。
日本の売上高は357億6千6百万円（同1.2％減）、海外の売上高は415億5千1百万円（同1.7％増）と

なりました。
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・不動産事業
当社グループは、不動産事業としてビルの賃貸等を行っております。
不動産事業の売上高は、10億6千1百万円（前期比3.6％増）、セグメント利益は6億4千2百万円（同

3.3％増）となりました。

・その他
当社グループは、上記の報告セグメントの他、プリントクリエイト事業、デジタルコミュニケーショ

ン事業及びアプリケーションソフトウェア事業等を行っております。
その他の売上高は、6億1千1百万円（前期比6.9％減）、セグメント損失は3億6千9百万円（前期は3億

4千5百万円のセグメント損失）となりました。
（単位：百万円）

報告セグメント
その他 調整額 合計印刷機器

関連事業
不動産
事業 計

売上高

外部顧客への売上高 77,317 1,061 78,379 611 − 78,990
セグメント間の内部
売上高又は振替高 0 − 0 − △0 −

計 77,317 1,061 78,379 611 △0 78,990

セグメント利益又は損失（△） 4,838 642 5,480 △369 − 5,111
（注）1．「印刷機器関連事業」には、印刷機器事業及びインクジェットヘッド事業を含んでおります。

2．「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、プリントクリエイト事業、デジタルコミュニケー
ション事業及びアプリケーションソフトウェア事業等を含んでおります。

3．セグメント利益又は損失（△）の合計額は、連結損益計算書の営業利益と一致しております。

② 設備投資の状況
当連結会計年度は、生産体制の強化・合理化、製品の安定供給を目的とした生産設備の更新等を行い、

印刷機器関連事業を中心に総額42億1千3百万円の設備投資を実施しております。

③ 資金調達の状況
当連結会計年度においては、増資又は社債の発行による資金調達を行っておりません。
なお、当連結会計年度末現在の当社グループの有利子負債残高は67億3千5百万円で、前連結会計年度末

に比べ15億8千1百万円増加しております。
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（2）財産及び損益の状況
（単位：百万円）

区 分
第69期

（2022. ４. １
〜2023. ３. 31）

第70期
（2023. ４. １
〜2024. ３. 31）

第71期
（2024. ４. １
〜2025. ３. 31）

第72期
（2025. ４. １
〜2026. ３. 31）

売 上 高 74,655 74,602 78,723 78,990
経 常 利 益 6,201 6,202 6,364 5,872
親会社株主に帰属する当期純利益 4,624 4,831 4,088 4,378
１ 株 当 た り 当 期 純 利 益 137円72銭 72円74銭 62円80銭 68円71銭
総 資 産 84,773 88,628 88,911 95,201
純 資 産 64,296 66,893 66,505 68,792
１ 株 当 た り 純 資 産 1,924円95銭 1,018円17銭 1,037円20銭 1,093円58銭

（注）1．１株当たり当期純利益は、期中平均発行済株式総数から期中平均自己株式数を控除して算出しております。また、１株当た
り純資産は期末発行済株式総数から期末自己株式数を控除して算出しております。

2．当社は、2025年１月１日付で普通株式１株につき２株の割合で株式分割を行っております。第70期の期首に当該株式分割
が行われたと仮定して、１株当たり当期純利益及び１株当たり純資産を算定しております。

（3）重要な親会社及び子会社の状況
① 親会社との関係

該当事項はありません。

② 重要な子会社の状況

会 社 名 資 本 金 当 社 の
議決権比率 主 要 な 事 業 内 容

RISO,INC. 20,000千米ドル 100％ 印 刷 機 器 の 販 売

RISO FRANCE S.A. 7,622千ユーロ 100％ 印 刷 機 器 の 販 売

理想工業（香港）有限公司 50,000千香港ドル 100％ 印 刷 機 器 の 製 造

理想（中国）科学工業有限公司 8,000千米ドル 100％ 印刷機器の製造・販売
RISO INDUSTRY （THAILAND）
CO.,LTD. 360,000千タイバーツ 100％ 印 刷 機 器 の 製 造

理想テクノロジーズ株式会社 400,000千円 100％
インクジェットヘッド
及 び そ の 関 連 商 品 の
開 発 ・ 製 造 ・ 販 売

③ 事業年度末日における特定完全子会社の状況
該当事項はありません。
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（4）対処すべき課題
当社グループの主要事業である印刷機器関連事業においては、インクジェット事業の収益力を強化するこ

とが課題であるととらえております。また、中長期的な課題は、経営環境の変化に適応し当社グループを効
率的で強い企業体質に変えることだと認識しております。
当社グループの中長期的な成長を実現するために、製品・サービスの特長をいかした販売活動を全世界で

展開してまいります。また、新規事業の創出に向けた活動を行ってまいります。

2027年３月期は以下の項目を経営方針に掲げ運営してまいります。
＜2027年３月期経営方針＞
印刷機器関連事業の収益体質の強化をはかる
理想科学らしい企画・開発を推進する
コーポレート本部の企画力を充実する
事業環境の変化に迅速に対応する

株主の皆様におかれましては、今後とも変わらぬご支援を賜りますようお願い申し上げます。
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（5）主要な事業内容（2026年３月31日現在）
当社グループは、印刷機器関連事業として、「印刷機器事業」と「インクジェットヘッド事業」を行ってお

ります。このうち「印刷機器事業」では、高速インクジェットプリンター「オルフィス」を主としたインク
ジェット事業とデジタル印刷機「リソグラフ」を主とした孔版事業を行っております。また、不動産事業と、
その他にプリントクリエイト事業、デジタルコミュニケーション事業、アプリケーションソフトウェア事業
等を行っております。

（6）主要な営業所及び工場（2026年３月31日現在）
① 当社の主要拠点

1）本社 ：東京都港区
2）営業拠点 ：札幌市、仙台市、（東京都）港区、新宿区、立川市、

さいたま市、新潟市、前橋市、つくば市、船橋市、横浜市、
名古屋市、静岡市、岡崎市、金沢市、大阪市、京都市、神戸市、
高松市、広島市、福岡市、熊本市

3）研究所 ：理想開発センター（茨城県つくば市）
理想開発センターⅡ（茨城県つくば市）

4）工場 ：筑波工場（茨城県稲敷郡阿見町）
宇部工場（山口県宇部市）

5）その他 ： RISOコンタクトセンター（沖縄県那覇市）

② 子会社の主要拠点
RISO,INC.（米国 マサチューセッツ州）
RISO FRANCE S.A.（仏国 リヨン）
理想工業（香港）有限公司（中国 香港）
理想（中国）科学工業有限公司（中国 広東省）
RISO INDUSTRY（THAILAND）CO.,LTD.（タイ アユタヤ県）
理想テクノロジーズ株式会社（日本 東京都港区）
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（7）使用人の状況（2026年３月31日現在）
① 企業集団の使用人の状況

事業セグメント 使 用 人 数 前連結会計年度末比増減

印刷機器関連事業 2,825名 3名増

不動産事業 1名 ー

その他 39名 3名増

合 計 2,865名 6名増
（注）使用人数には、アルバイト、派遣社員等は含んでいません。

② 当社の使用人の状況

使 用 人 数 前事業年度末比増減 平 均 年 齢 平均勤続年数

1,529名 9名減 45.8歳 22.1年
（注）使用人数には、アルバイト、派遣社員等は含んでいません。

（8）主要な借入先の状況（2026年３月31日現在）

借 入 先 借 入 額

株式会社きらぼし銀行 2,437百万円

株式会社三井住友銀行 2,030百万円

株式会社三菱UFJ銀行 1,000百万円

株式会社みずほ銀行 500百万円

（9）その他企業集団の現況に関する重要な事項
該当事項はありません。
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2．会社の現況
（1）株式の状況（2026年３月31日現在）

① 発行可能株式総数 271,360,000株
② 発行済株式の総数 72,000,000株（自己株式9,094,616株含む）
③ 単元株式数 100株
④ 株主数 3,470名（前事業年度末比473名増）
⑤ 大株主

（単位：千株・％）
株 主 名 持 株 数 持 株 比 率

有限会社理想社 9,883 15.71
公益財団法人理想教育財団 5,323 8.46
あかつき興産株式会社 3,918 6.22
日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） 3,769 5.99
みずほ信託銀行株式会社退職給付信託きらぼし銀行口
再信託受託者株式会社日本カストディ銀行 3,135 4.98

羽山 治 2,388 3.79
羽山 尚 2,235 3.55
羽山 明 1,953 3.10

理想科学工業従業員持株会 1,815 2.88

伊藤 眞理子 1,646 2.61
（注）1．持株数は千株未満を切り捨てて表示しております。

2．当社は自己株式9,094,616株を保有しておりますが、上記大株主からは除外しております。
3．持株比率は自己株式9,094,616株を控除して計算しております。

⑥ 当事業年度中に職務執行の対価として当社役員に対して交付した株式の状況
該当事項はありません。
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⑦ その他株式に関する重要な事項
自己株式取得
・取得した株式の種類 当社普通株式
・取得した株式の総数 410,200株
・株式の取得価格の総額 499,920,600円
・取得期間 2025年8月18日〜2025年10月7日（約定ベース）
・取得方法 東京証券取引所における市場買付
・取得理由 経営環境の変化に対応した機動的な資本政策の遂行及び株主への利益還元

・取得した株式の種類 当社普通株式
・取得した株式の総数 403,800株
・株式の取得価格の総額 499,892,600円
・取得期間 2025年11月19日〜2025年12月12日（約定ベース）
・取得方法 東京証券取引所における市場買付
・取得理由 経営環境の変化に対応した機動的な資本政策の遂行及び株主への利益還元

・取得した株式の種類 当社普通株式
・取得した株式の総数 401,600株
・株式の取得価格の総額 499,938,400円
・取得期間 2026年2月18日〜2026年3月13日（約定ベース）
・取得方法 東京証券取引所における市場買付
・取得理由 経営環境の変化に対応した機動的な資本政策の遂行及び株主への利益還元

（2）新株予約権等の状況（2026年３月31日現在）
① 当社役員が保有している職務執行の対価として交付された新株予約権の状況

該当事項はありません。

② 当事業年度中に職務執行の対価として使用人等に対し交付した新株予約権の状況
該当事項はありません。

③ その他の新株予約権等に関する重要な事項
該当事項はありません。
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（3）会社役員の状況
① 取締役及び監査役の状況（2026年３月31日現在）
会社における地位 氏 名 担当及び重要な兼職の状況

代 表 取 締 役 社 長 羽 山 明
社長執行役員
プリントクリエイト事業部担当
＜重要な兼職の状況＞
公益財団法人理想教育財団理事長

取 締 役 川 津 俊 彦
執行役員
営業統括本部長
兼 日本営業部長
兼 デジタルコミュニケーション事業部担当

取 締 役 成 宮 慶 臣

執行役員
コーポレート本部長
兼 内部統制部、環境活動推進部、品質保証部担当
兼 リスク・コンプライアンス担当
兼 不動産事業部担当

取 締 役 権 藤 嘉江子
＜重要な兼職の状況＞
株式会社ホテルロッテ 社外取締役
公益財団法人きざはし 理事

取 締 役 渡 部 秀 敏 <重要な兼職の状況>
三協フロンテア株式会社 社外取締役

常 勤 監 査 役 鈴 木 一 豊
常 勤 監 査 役 高 橋 勇 一

監 査 役 奈 良 正 哉
＜重要な兼職の状況＞
鳥飼総合法律事務所パートナー
株式会社熊谷組 社外取締役

監 査 役 谷 口 博 文 ＜重要な兼職の状況＞
筑紫女学園大学 非常勤講師

監 査 役 垣 本 昌 久
＜重要な兼職の状況＞
学校法人桐蔭学園 理事法人事務局長
株式会社リファインバース 社外監査役

（注）1．取締役権藤嘉江子氏及び取締役渡部秀敏氏の２名は、社外取締役であります。
2．監査役奈良正哉氏、監査役谷口博文氏及び監査役垣本昌久氏の３名は、社外監査役であります。
3．当社は、取締役権藤嘉江子氏、取締役渡部秀敏氏、監査役奈良正哉氏、監査役谷口博文氏及び監査役垣本昌久氏の５名を中

立・公正な立場で経営を監視することができる者と判断し、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引
所に届け出ております。

4．監査役奈良正哉氏は、金融機関における役員経験や他社の社外役員としての経験に加え、税務・会計法務に関する弁護士と
しての専門知識を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有するものであります。

5．監査役谷口博文氏は、財務省における様々な経験や他社の社外役員としての経験に加え、大学教授としての専門知識を有し
ており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有するものであります。

6．監査役垣本昌久氏は、製造業における役員経験や他社の社外役員としての経験に加え、経営学修士（MBA）の学位を有して
おり、財務及び会計に関する相当程度の知見を有するものであります。

7．池嶋昭一氏は、2025年6月25日開催の第71回定時株主総会終結の時をもって任期満了により取締役を退任いたしました。
8．胡田英哉氏は、2025年6月25日開催の第71回定時株主総会終結の時をもって監査役を辞任いたしました。
9．飯塚良成氏は、2025年6月25日開催の第71回定時株主総会終結の時をもって任期満了により監査役を退任いたしました
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② 責任限定契約の内容の概要
当社と社外取締役及び社外監査役は、会社法第427条第１項の規定に基づき、会社法第423条第１項の

損害賠償責任を限定する契約を締結しております。
当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が定める最低責任限度額としております。

③ 役員等賠償責任保険契約の内容の概要
当社は、保険会社との間で、当社及び国内外の子会社の取締役、監査役（当事業年度中に在任していた

者を含む。）を被保険者とする、会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を締結して
おり、保険料は全額当社が負担しております。
当該保険契約の内容の概要は、被保険者が、その職務の執行に関し責任を負うこと又は当該責任の追及

に係る請求を受けることによって生ずることのある損害を当該保険契約により保険会社が補填するもので
あり、１年毎に契約更新しております。次回更新時には同内容での更新を予定しております。

④ 取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する方針
当社は、2021年２月24日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を

決議しております。
また、取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び

決定された報酬等の内容が取締役会で決議された決定方針と整合していることを確認しており、当該決定
方針に沿うものであると判断しております。
取締役の個人別の報酬等に係る決定方針の内容は次のとおりです。

1)基本方針
当社の取締役報酬は、役位、職務、管掌を踏まえた適正な水準とすることを基本方針とし、株主総会

で承認された報酬総額の限度内において取締役会で決定します。業務執行を担う取締役の報酬は、基本
報酬と賞与により構成し、社外取締役については、基本報酬のみとします。

2)基本報酬の個人別の報酬等の額の決定に関する方針
基本報酬は月例の固定報酬とし、個々の取締役への支給額は、人事院給与局等の外部機関による役員

報酬の支給水準に関する調査結果も参考にした上で、取締役の役位、職務、管掌の内容等を勘案し、人
事部及び人事部担当取締役にて相当と思われる額を算出し、取締役会で一任された代表取締役社長が決
定します。
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3)業績連動報酬等の内容及び額の算定方法の決定に関する方針
賞与は年１回、株主総会後に支給するものとし、支給総額については、当期純利益の一定の割合を目

安に取締役会で審議し、株主総会で決定します。個々の取締役への配分については、従業員身分報酬を
含めた年間の基本報酬を超えない範囲を原則とし、役位、職務、管掌と貢献度合を踏まえた支給額を株
主総会後の取締役会で一任された代表取締役社長が決定します。

⑤ 取締役及び監査役の報酬等の総額

役員区分 報酬等の総額
（百万円）

報酬等の種類別の総額（百万円） 対象となる役員の
員数（人）基本報酬 非金銭報酬等 賞与

取締役
（社外取締役を除く） 154 110 ー 43 4

社外取締役 21 21 ー ー 2

監査役
（社外監査役を除く） 37 36 1 ー 3

社外監査役 22 22 ー ー 4

（注）1．取締役の基本報酬には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
2．非金銭報酬等の内容は、監査役に提供している社宅の会社負担額になります。
3．取締役の報酬限度額は、2022年６月24日開催の第68回定時株主総会において年額250百万円以内（ただし、使用人分給与

は含まない。）と決議いただいております。当該株主総会終結時点の取締役の員数は５名です。
4．監査役の報酬限度額は、2025年６月25日開催の第71回定時株主総会において年額65百万円以内と決議いただいておりま

す。当該株主総会終結時点の監査役の員数は５名です。
5．上記の賞与支給額は、本総会において付議いたします「第２号議案 取締役賞与支給の件」の予定額を記載しております。付

議内容につきましては、参考書類に記載のとおりであります。また、当期の業績につきましては「1．企業集団の現況 （1）
当連結会計年度の事業の状況」に記載のとおりであります。

6．賞与支給額の算定方法は、「⑤取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する方針」のとおりであります。賞与支給
額に係る指標は、親会社株主に帰属する当期純利益を採用しております。当該指標を選択した理由は、親会社株主に帰属す
る当期純利益は、事業年度の活動を通じて得られた最終の期間損益であり、取締役の報酬決定指標としてふさわしいものと
判断したためであります。実績につきましては、対応する連結会計年度の当該指標の金額（4,378百万円）であります。

7．当社では、取締役の個人別報酬の額は取締役会の委任決議に基づき代表取締役社長 社長執行役員 プリントクリエイト事業
部担当 羽山明が決定しております。委任された権限の内容は各取締役の基本報酬の額及び社外取締役を除く各取締役の担当
部門の業績等を踏まえた賞与の評価分配の決定であり、委任した理由は、当社全体の業績等を勘案しつつ各取締役の担当部
門について評価を行うには代表取締役社長が適していると判断したためであります。
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⑥ 社外役員に関する事項
1）重要な兼職先と当社との関係

社外取締役権藤嘉江子氏の兼職先である株式会社ホテルロッテ及び公益財団法人きざはしとの間には
特別の利害関係はありません。
社外取締役渡部秀敏氏の兼職先である三協フロンテア株式会社との間には特別の利害関係はありませ

ん。
社外監査役奈良正哉氏の兼職先である鳥飼総合法律事務所及び株式会社熊谷組との間には特別の利害

関係はありません。
社外監査役谷口博文氏の兼職先である筑紫女学園大学との間には特別の利害関係はありません。
社外監査役垣本昌久氏の兼職先である学校法人桐蔭学園及び株式会社リファインバースとの間には特

別の利害関係はありません。

2）当事業年度における主な活動状況
・取締役会及び監査役会への出席状況

取締役会 監査役会

出席回数／開催数 出席率 出席回数／開催数 出席率

取締役 権藤 嘉江子 10回／ 10回 100％ ― ―

取締役 渡 部 秀 敏 10回／ 10回 100％ ― ―

監査役 奈 良 正 哉 10回／ 10回 100％ 10回／ 10回 100％

監査役 谷 口 博 文 7回／ 7回 100％ 7回／ 7回 100％

監査役 垣 本 昌 久 7回／ 7回 100％ 7回／ 7回 100％

・取締役会及び監査役会における発言状況及び社外取締役に期待される役割に関して行った職務の概要
社外取締役権藤嘉江子氏は、経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有しており、これらを経営の監
督に活かすことを期待していたところ、取締役会において適宜必要な発言を行うなど、意思決定の妥当
性・適正性を確保するための適切な役割を果たしております。
社外取締役渡部秀敏氏は、経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有しており、これらを経営の監督
に活かすことを期待していたところ、取締役会において適宜必要な発言を行うなど、意思決定の妥当
性・適正性を確保するための適切な役割を果たしております。
社外監査役奈良正哉氏は、弁護士及び金融機関における知識・経験や他社の社外役員としての経験を活
かし、適宜必要な発言を行っております。
社外監査役谷口博文氏は、財務省における知識・経験や他社での社外役員としての経験を活かし、適宜
必要な発言を行っております。
社外監査役垣本昌久氏は、製造業における知識・経験や他社の社外役員としての経験を活かし、適宜必
要な発言を行っております。
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（4）会計監査人の状況
① 名称 有限責任 あずさ監査法人

② 報酬等の額

支 払 額

当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額 81百万円

当社及び子会社が会計監査人に支払うべき金銭その他の財産上の
利益の合計額 81百万円

（注）1．監査役会は、会計監査人との定期的な意見交換や監査実施状況等を通じて、過年度の監査実績の分析・評価に必要な情報収
集を行い、過年度の実績を踏まえた当該事業年度の監査計画における監査時間・配員計画及び報酬見積りの相当性を検討し
た結果、会計監査人の報酬等について会社法第399条第1項の同意を行っております。

2．当社の重要な子会社については、当社の会計監査人以外の公認会計士又は監査法人の監査を受けております。
3．当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法に基づく監査の監査報酬等の額を明確

に区分しておらず、実質的にも区分できませんので、当事業年度に係る報酬等の額にはこれらの合計額を記載しております。

③ 非監査業務の内容
該当事項はありません。

④ 会計監査人の解任又は不再任の決定の方針
監査役会は、会計監査人が会社法第340条第１項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監

査役全員の同意に基づき会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後
最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨及びその理由を報告いたします。
また、監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、必要があると判断した場合は、株主

総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。
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（5）業務の適正を確保するための体制
【基本方針】

当社は、内部統制システムの基本方針を取締役会において決議しております。基本方針は以下のとおり
です。

① 当社及び当社子会社の取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための
体制
「遵法経営規程」に基づき、代表取締役社長 社長執行役員を最高責任者とし、リスク・コンプライアン

ス担当執行役員がコンプライアンスプログラムの実行と継続的改善を監督します。

② 当社の取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
「文書管理規程」「取締役会規程」に基づき、取締役の職務執行に係る情報を記録し、保存及び管理を行

います。

③ 当社及び当社子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
「損失の危険の管理に関する規程」に基づき、リスク・コンプライアンス担当執行役員の指揮の下、リ

スク・コンプライアンス委員会が当社企業集団の事業の適正な運営を阻害する損失の危険を洗い出し、適
切な対策を講じます。

④ 当社及び当社子会社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
取締役会において各年度の経営方針を定め、経営目標を明確化した上で、各取締役の業務分掌に従い職

務の執行を行います。

⑤ 当社及び当社子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
「国内子会社等管理規程」、「海外子会社管理規程」に基づき、子会社を適正に管理統制し、企業集団の

適切な運営を図ります。

⑥ 子会社の取締役等の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制
「国内子会社等管理規程」、「海外子会社管理規程」及び当社と子会社との間で締結される統制契約に基

づき、当社への報告を義務づけます。

⑦ 当社の監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項
監査役を補助する使用人は、必要に応じて設置します。
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⑧ 当社の監査役の補助使用人の取締役からの独立性及び当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する
事項
監査役を補助する使用人の人事異動・人事評価・懲戒処分等については、監査役会の同意を得た上で決

定することとし、取締役からの独立性を確保します。

⑨ 当社及び当社子会社の取締役並びに使用人が監査役会に報告をするための体制
原則として監査役全員が取締役会に出席し、常勤監査役が業務執行会議をはじめとした社内の重要会議

に出席することにより、取締役及び使用人が監査役に対して適切に報告する機会を確保します。また、代
表取締役社長 社長執行役員又はリスク・コンプライアンス担当執行役員は、当社に著しい損害を及ぼすお
それのある事実があることを発見したときは、直ちに当該事実を監査役に報告します。

⑩ 当社の監査役へ報告した者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保する
ための体制
当社は、当社の監査役への報告を行った当社企業集団の役職員に対し、当該報告をしたことを理由とし

て不利な取扱いを行うことを禁止します。

⑪ 当社の監査役の職務の執行について生ずる費用の前払い又は償還の手続その他の当該職務の執行につい
て生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
当社は、監査役がその職務の執行について、速やかに当該費用又は債務を処理します。

⑫ その他当社の監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
監査役は会計監査人、内部統制部、代表取締役社長 社長執行役員等との連携を図り、監査を行います。

⑬ 財務報告の信頼性を確保するための体制
財務報告の信頼性を確保するため、財務報告に係る内部統制システムの整備を行い、運用状況などの検

証を行います。

2026年05月21日 18時52分 $FOLDER; 20ページ （Tess 1.50(64) 20260319_01）



招
集
ご
通
知

事
業
報
告

連
結
計
算
書
類

計
算
書
類

監
査
報
告
書

株
主
総
会
参
考
書
類― 20 ―

【整備状況】
当社は前述の基本方針に基づき、内部統制システムの整備に努めています。整備状況は以下のとおりで

す。

① 当社及び当社子会社の取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための
体制

1)取締役及び使用人が遵守すべき指針として、RISOコンプライアンス行動指針を制定しています。RISOコ
ンプライアンス行動指針は、トップステートメント等と合わせてコンプライアンスハンドブックに掲載
し、社内イントラネットで常時閲覧できる状態にしています。

2)リスク・コンプライアンス担当執行役員の指揮下に、コンプライアンスプログラムの実行と継続的改善
及びコンプライアンスの維持に関わる業務の執行を補助する機関として、リスク・コンプライアンス委
員会を設置しています。

3)コンプライアンス上の違反行為等につき使用人が直接報告、相談する窓口として、コンプライアンスホ
ットライン・ハラスメントホットラインを設けています。

4)コンプライアンスの徹底を図るため、人事教育部門が使用人に対するコンプライアンス教育を実施して
います。

5)内部統制部は「内部監査規程」に基づき、コンプライアンス監査を実施しています。

② 当社の取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
取締役会議事録は、取締役会終了後遅滞なく作成し、総務部で適正に保存しています。また、取締役会

資料及び決裁済み稟議書についても総務部で適正に保存しています。取締役及び監査役は、取締役会議事
録及び決裁済み稟議書を常時閲覧できます。

③ 当社及び当社子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
1)リスク・コンプライアンス委員会においてリスクを抽出し、それが発生した場合の影響度等を評価して
当社企業集団に重大な影響を与えるリスクを特定しています。特定した重大リスクについては、個別に
リスク管理プログラムを策定し実行することにより、リスクの低減・移転・回避に努め、統合的なリス
クマネジメントを推進しています。

2)緊急事態が発生した場合には、緊急事態報告マニュアルに定められた連絡ルートに則り代表取締役社長
社長執行役員に報告され、迅速に対応します。

3)大規模な地震や火災等が発生した場合には、「大規模災害等対応標準」の定めに則り緊急時対応組織を設
置し、迅速かつ的確な対応を行います。
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④ 当社及び当社子会社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
取締役会は各年度の経営方針を決定しています。この経営方針に基づき各部門において目標と予算を定

め、担当取締役はその結果を取締役会に報告し、討議しています。担当取締役は、改善等を必要とする場
合対策を講じるようにしています。

⑤ 当社及び当社子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
1)子会社が当社に事前通知、報告すべき事項を定め、このうち重要な事項については協議を行っています。
2)当社の内部統制部（子会社の監査部門を含む）は、当社及び当社子会社の監査を行い、その結果は当社
の代表取締役社長 社長執行役員に報告され、必要に応じて改善指示等を行っています。また、年２回取
締役会に監査結果報告を行っています。

3)子会社の取締役及び使用人が共通の理解のもとコンプライアンス行動が取れるようにRISOコンプライア
ンス行動指針を定め、企業集団全体の指針として周知に努めています。

⑥ 子会社の取締役等の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制
子会社が当社に事前通知、報告すべき事項を定め、子会社の営業成績、財務状況その他の重要な情報に

ついて、当社への報告を義務づけています。

⑦ 当社の監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項
監査役の職務を補助すべき使用人を設置し、必要に応じて使用人に監査業務の補助作業を行わせており

ます。

⑧ 当社の監査役の補助使用人の取締役からの独立性及び当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する
事項
使用人が監査役の業務の補助作業をする場合には、その作業に関する指揮命令権は監査役のみが有する

こととし、使用人の異動、評価及び懲戒処分をする場合には監査役会の同意を必要としております。

⑨ 当社及び当社子会社の取締役並びに使用人が監査役会に報告をするための体制その他の監査役会への報
告に関する体制
取締役及び使用人は、監査役に対し、内部監査（グループ会社の監査を含む）の結果及びその改善策、

リスク・コンプライアンス委員会の議事録、コンプライアンスホットラインの状況、その他当社及び子会
社に重要な影響を及ぼす事項を報告し、報告を受けた監査役は監査役会に報告しています。

⑩ 当社の監査役へ報告した者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保する
ための体制
当社は、監査役へ報告を行った者が、当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないように、

役職員に不利な取扱いの禁止を周知徹底しています。
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⑪ 当社の監査役の職務の執行について生ずる費用の前払い又は償還の手続その他の当該職務の執行につい
て生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
当社は、監査役の職務執行について、毎年一定額の予算を設けており、監査役が当社に対し、会社法第

388条に基づく費用の前払い等の請求をしたときは、担当部署において審議の上、手続を行っております。

⑫ その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
1)監査役は会計監査人及び内部統制部と適宜情報交換を行うほか、必要に応じてそれぞれの監査に同行す
る等、連携を図っています。

2)監査役は代表取締役社長 社長執行役員と定期的に会合をもち、会社が対処すべき課題、監査役監査の環
境整備の状況、監査上の重要課題等について意見交換を行っています。

⑬ 財務報告の信頼性を確保するための体制
1)内部統制部が主体となり、財務報告に係る内部統制システムを整備しています。また、金融商品取引法
の定めに則り、財務報告の信頼性に係る内部統制の評価を実施しています。

2)情報開示委員会が財務に係る開示資料の誤記や誤謬の有無について確認を行っています。

（6）会社の支配に関する基本方針
該当事項はありません。

（7）剰余金の配当等の決定に関する方針
株主に対する利益の配分については、以下の２点を「基本方針」としております。
①企業体質を強化しつつ業績に裏付けられた成果の配分を行うこと
②安定配当の継続に努めること
「基本方針」に基づき、期末配当による年１回の剰余金の配当を行います。また、自己株式の取得も株主

に対する利益還元の一つと考えており、株価水準や市場の動向を考慮しながら適宜実施します。所有する自
己株式は原則として消却します。
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連 結 貸 借 対 照 表
（2026年３月31日現在）

（単位：百万円）
資産の部 負債の部

科 目 金 額 科 目 金 額
流動資産 43,983 流動負債

支払手形及び買掛金
短期借入金
１年内返済予定の長期借入金
未払法人税等
賞与引当金
役員賞与引当金
製品保証引当金
その他

固定負債
長期借入金
繰延税金負債
退職給付に係る負債
その他

21,716
5,406
3,530
751
800

2,167
43

305
8,710
4,693
1,693
592

1,504
902

現金及び預金 15,499
受取手形 880
売掛金 13,524
有価証券 110
商品及び製品 7,397
仕掛品 787
原材料及び貯蔵品 2,744
その他 3,203
貸倒引当金 △162

固定資産 51,218
有形固定資産 29,836
建物及び構築物 6,796
機械装置及び運搬具 1,355
工具、器具及び備品 1,194
土地 17,786 負債合計 26,409
リース資産 133 純資産の部
建設仮勘定 738 株主資本

資本金

資本剰余金

利益剰余金

自己株式

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金

為替換算調整勘定

退職給付に係る調整累計額

58,465

14,114

14,779

39,386

△9,815

10,327

2,936

4,844

2,546

その他 1,831
無形固定資産 4,931
のれん 1,764
ソフトウエア 1,377
その他 1,788
投資その他の資産 16,449
投資有価証券 6,911
長期貸付金 9
繰延税金資産 1,444
退職給付に係る資産 4,670
その他 3,424
貸倒引当金 △9 純資産合計 68,792

資産合計 95,201 負債純資産合計 95,201
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連 結 損 益 計 算 書
（2025

2026
年
年

４
３

月
月

１
31

日から
日まで）

（単位：百万円）
科 目 金 額

売上高 78,990
売上原価 31,765

売上総利益 47,225
販売費及び一般管理費 42,113

営業利益 5,111
営業外収益

受取利息 251
受取配当金 155
為替差益 303
その他 216 927

営業外費用
支払利息 92
固定資産除却損 20
その他 54 167
経常利益 5,872

特別利益
投資有価証券売却益 677
保険返戻金 73 751

特別損失
子会社清算損 101
投資有価証券評価損 87
減損損失 75 264

税金等調整前当期純利益 6,359
法人税、住民税及び事業税 1,671
法人税等調整額 309 1,980
当期純利益 4,378
親会社株主に帰属する当期純利益 4,378
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連結株主資本等変動計算書
（2025

2026
年
年

４
３

月
月

１
31

日から
日まで）

（単位：百万円）
株 主 資 本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計
当期首残高 14,114 14,779 38,213 △8,315 58,792
当期変動額
剰余金の配当 △3,206 △3,206
親会社株主に帰属する
当期純利益 4,378 4,378

自己株式の取得 △1,499 △1,499
株主資本以外の項目の連結
会計年度中の変動額（純額）

当期変動額合計 − − 1,172 △1,499 △327
当期末残高 14,114 14,779 39,386 △9,815 58,465

そ の 他 の 包 括 利 益 累 計 額
純資産合計その他有価証

券評価差額金
為替換算
調整勘定

退職給付に
係る調整累計額

その他の包括利益
累計額合計

当期首残高 2,212 3,138 2,362 7,713 66,505
当期変動額
剰余金の配当 △3,206
親会社株主に帰属する
当期純利益 4,378

自己株式の取得 △1,499
株主資本以外の項目の連結
会計年度中の変動額（純額） 723 1,705 184 2,613 2,613

当期変動額合計 723 1,705 184 2,613 2,286
当期末残高 2,936 4,844 2,546 10,327 68,792
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連結注記表
１．連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項に関する注記等
（1）連結の範囲に関する事項

① 連結子会社の状況
連結子会社の数 24社
主要な連結子会社の名称 RISO, INC.

RISO FRANCE S.A.
理想工業（香港）有限公司
理想（中国）科学工業有限公司
RISO INDUSTRY（THAILAND）CO.,LTD.
理想テクノロジーズ株式会社

連結範囲の変更 当連結会計年度において連結子会社でありましたRISO（SG）PTE.LTD.
は清算結了したため、連結の範囲から除いております。

② 非連結子会社の状況
非連結子会社の名称 該当の子会社はありません。

（2）持分法の適用に関する事項
① 持分法を適用した非連結子会社及び関連会社の状況

持分法適用の関連会社数 該当の子会社及び関連会社はありません。
② 持分法を適用していない非連結子会社及び関連会社の状況

非連結子会社の名称 該当の子会社及び関連会社はありません。

（3）連結子会社の事業年度等に関する事項
連結子会社のうち、RISO DE MEXICO S.A.、理想（上海）印刷器材有限公司、理想（中国）科学工業

有限公司、理想工業（深圳）有限公司、RISO EURASIA LLCの決算日は12月31日であります。
連結計算書類の作成にあたって、これらの会社については、連結決算日で実施した仮決算に基づく財務諸

表を使用しております。

（4）会計方針に関する事項
① 重要な資産の評価基準及び評価方法
イ．有価証券

その他有価証券
市場価格のない株式等以外の
もの

時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移
動平均法により算定）を採用しております。

市場価格のない株式等 移動平均法による原価法を採用しております。
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ロ． デリバティブ 時価法を採用しております。
ハ． 棚卸資産 主として移動平均法に基づく原価法（貸借対照表価額は収益性の低

下に基づく簿価切下げの方法により算定）を採用しております。

② 重要な減価償却資産の減価償却の方法
イ．有形固定資産

（リース資産を除く）
主として定率法を採用しております。ただし、建物（建物附属設備

を除く）並びに2016年４月１日以降に取得した建物附属設備及び構
築物については、定額法によっております。

ロ．無形固定資産
（リース資産を除く）

主として定額法を採用しております。
なお、ソフトウエア（自社利用分）については、社内における利用

可能期間（５年間）に基づく定額法によっております。
ハ．リース資産 リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用して

おります。

③ 重要な引当金の計上基準
イ．貸倒引当金 売上債権、貸付金等の貸倒損失に備えるため、一般債権については

貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収
可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。

ロ．賞与引当金 従業員賞与の支給に備えるため、当社、国内子会社及び一部在外子
会社は賞与支給見込額に基づき計上しております。

ハ．役員賞与引当金 当社は役員賞与の支出に備えるため、支給見込額に基づき計上して
おりますが、子会社は当該基準における計上はありません。

ニ．製品保証引当金 当社及び一部在外子会社では保証期間内製品の補修部品費用の支出
に備えるため、過去の実績に基づき、発生見込額を計上しておりま
す。

④ 重要な収益及び費用の計上基準
当社及び連結子会社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務の内容

及び当該履行義務を充足する通常の時点（収益を認識する通常の時点）は以下のとおりであります。
印刷機器関連事業の製品の販売に係る収益の計上基準
製品の販売については、製品の引渡時点において顧客が当該製品に対する支配を獲得し、履行義務が

充足されると判断していることから、製品の引渡時点で収益を認識しております。
なお、一部製品については、顧客との契約内容並びに出荷及び配送に要する日数に照らして出荷時点

で収益を認識しております。
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⑤ 退職給付に係る会計処理の方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当連結会計年度末までの期間に帰属させる方法につ

いては、給付算定式基準によっております。
過去勤務費用については、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（12年）によ

る定額法により費用処理しております。
数理計算上の差異については、各連結会計年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一

定の年数（12年）による定率法により算定した額をそれぞれ発生の翌連結会計年度から費用処理する
こととしております。

⑥ その他連結計算書類作成のための重要な事項
イ．重要な外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算基準

外貨建金銭債権債務は、連結決算日の直物為替相場により円貨に換算し換算差額は損益として処理し
ております。
なお、在外子会社の資産及び負債は、連結決算日の直物為替相場により円貨に換算し、収益及び費用

は期中平均相場により円貨に換算し、換算差額は純資産の部における為替換算調整勘定に含めておりま
す。

ロ．のれんの償却方法及び償却期間
のれんの償却については、その効果が発現すると見積もられる期間(20年以内)で均等償却しておりま

す。
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２．会計上の見積りに関する注記
繰延税金資産

（1）当連結会計年度の連結計算書類に計上した金額
（単位：百万円）

当連結会計年度
繰延税金資産 1,444

（2）識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
当社グループでは、連結計算書類作成時に入手可能な情報に基づき、繰延税金資産の回収可能性の会計上

の見積りを行っております。繰延税金資産の認識にあたり、将来減算一時差異、繰越欠損金及び繰越税額控
除の一部又は全部が将来課税所得に対して利用できる可能性を考慮しております。繰延税金資産の回収可能
性の評価においては、将来課税所得の十分性等に基づき判断しております。
繰延税金資産の回収可能性は将来の課税所得の見積りに依存しますが、当該見積りはグループ会社の市場

環境等を考慮した事業計画を前提としております。
市場環境、原材料の高騰、世界情勢や金利・為替の変動等によって当社グループの事業計画における前提

条件や仮定が変動した場合は、繰延税金資産の回収可能性の判断に影響を及ぼし、当社グループの翌連結会
計年度の経営成績に影響が生じる可能性があります。

３．連結貸借対照表に関する注記
有形固定資産の減価償却累計額 44,867百万円

４．連結損益計算書に関する注記
投資有価証券評価損
当連結会計年度において、当社が保有する非上場株式について投資有価証券評価損87百万円を計上して

おります。
減損損失
当連結会計年度において、当社グループは以下の資産グループについて減損損失を計上しております。

場所 用途 種類 金額
東京都港区 システム開発 ソフトウエア 75百万円

当社グループは、原則として事業セグメントを基準に、資産のグルーピングを行っております。
ただし、不動産事業に含まれる賃貸資産は独立したキャッシュ・フローを生み出すと認められる最小単位

ごとに、遊休資産については個別にグルーピングを行っております。
当連結会計年度において、当社が所有しているソフトウエアについて収益性の低下により投資額の回収見

込みがなくなったため、当該資産の帳簿価額を回収可能価額まで減額し、減少額を減損損失（75百万円）
として特別損失に計上しております。回収可能価額は使用価値により測定しており、零として評価しており
ます。
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５．連結株主資本等変動計算書に関する注記
（1）発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

株式の種類 当連結会計年度
期首の株式数

当連結会計年度
増加株式数

当連結会計年度
減少株式数

当連結会計年度
末の株式数

発行済株式

普通株式 72,000,000株 − − 72,000,000株

自己株式

普通株式 7,879,016株 1,215,600株 − 9,094,616株

（注) 自己株式の数の増加は、取締役会の決議に基づく自己株式の取得による増加1,215,600株であります。

（2）剰余金の配当に関する事項
① 配当金支払額等

2025年６月25日開催の第71回定時株主総会決議による配当に関する事項
配当金の総額 3,206百万円
１株当たり配当額 50円
基準日 2025年３月31日
効力発生日 2025年６月26日

② 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生が翌連結会計年度になるもの
2026年６月24日開催の第72回定時株主総会において次のとおり付議いたします。
配当金の総額 3,145百万円
配当金の原資 利益剰余金
１株当たり配当額 50円
基準日 2026年３月31日
効力発生日 2026年６月25日
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６．金融商品に関する注記
（1）金融商品の状況に関する事項

① 金融商品に対する取組方針
当社グループは、設備投資計画に照らして、必要な資金（主に銀行借入や社債発行）の調達を行いま

す。一時的な余資は主に流動性の高い金融資産で運用し、また、短期的な運転資金を銀行借入により調達
しております。デリバティブは、後述するリスクを回避するために利用しており、投機的な取引は行わな
い方針であります。

② 金融商品の内容及びそのリスク
営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。また、海外で事業を行

うにあたり生じる外貨建ての営業債権は、為替変動リスクに晒されておりますが、同じ外貨建ての営業債
務の残高の範囲内にあるものを除き、原則として先物為替予約を利用してヘッジしております。投資有価
証券は、主に業務上の関係を有する企業の株式であり、市場価格の変動リスクに晒されております。
営業債務である支払手形及び買掛金は、そのほとんどが４ヶ月以内の支払期日であります。
デリバティブ取引は、主に外貨建ての営業債権債務に係る為替の変動リスクに対するヘッジを目的とし

た先物為替予約取引であります。
③ 金融商品に係るリスク管理体制
イ．信用リスク（取引先の契約不履行などに係るリスク）の管理

当社は、債権管理規程に従い、営業債権の管理責任者が取引相手ごとに期日及び残高を管理するとと
もに、３ヶ月以上の滞留債権について営業管理部が取引の状況を把握・管理することにより、財務状況
等の悪化等による回収懸念の早期把握や軽減を図っております。連結子会社においても、各会社の実態
にあわせ策定された営業管理規程に従い債権管理を行っております。
デリバティブ取引については、取引先を高格付の金融機関に限定しているため信用リスクはほとんど

ないと認識しております。
ロ．市場リスク（為替や金利等の変動リスク）の管理

当社は、外貨建ての営業債権債務について、通貨別月別に把握された為替の変動リスクに対して、原
則として先物為替予約を利用してヘッジしております。有価証券及び投資有価証券については、定期的
に時価や発行体（取引先企業）の財務状況を把握し、また、満期保有目的の有価証券以外のものについ
ては、市況や取引先企業との関係を勘案して保有状況を継続的に見直しております。先物為替予約取引
については、為替資金検討会で承認された予約方法に沿って担当部署が行っており、その契約状況を定
期的に取締役会に報告し、内部牽制が機能するよう留意しております。

ハ．資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払いを実行できなくなるリスク）の管理
当社は、各部署からの報告に基づき担当部署が適時に資金繰計画を作成・更新するとともに、手許流

動性の維持などにより流動性リスクを管理しております。
④ 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

金融商品の時価の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用することに
より、当該価額が変動することもあります。
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（2）金融商品の時価等に関する事項
2026年３月31日における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであり

ます。なお、重要性の乏しい科目については記載を省略しております。

連結貸借対照表計上額
（百万円） 時価（百万円） 差額（百万円）

投資有価証券（*2） 6,889 6,889 −

資産計 6,889 6,889 −

長期借入金（*3） 2,445 2,445 −

負債計 2,445 2,445 −

デリバティブ取引（*4） (23) (23) −
（*1）「現金及び預金」については、現金であること、及び預金は短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであるこ

とから、記載を省略しております。また、「受取手形」、「売掛金」、「有価証券」、「支払手形及び買掛金」及び「短期借入金」
についても、短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。

（*2）市場価格のない株式等は、「投資有価証券」には含まれておりません。当該金融商品の連結貸借対照表計上額は以下のとおり
であります。

区分 連結貸借対照表計上額
（百万円）

非上場株式 22
（*3）１年内返済予定の長期借入金を含めて記載しています。
（*4）デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる項目については（ ）で

示しております。
（注１）金銭債権及び満期のある有価証券の連結決算日後の償還予定額

１年以内
（百万円）

１年超
５年以内
（百万円）

５年超
10年以内
（百万円）

10年超
（百万円）

現金及び預金 15,499 − − −

受取手形 880 − − −

売掛金 13,524 − − −

有価証券及び投資有価証券

その他有価証券のうち
満期があるもの 110 1,245 545 −

合計 30,014 1,245 545 −
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（注２）長期借入金の連結決算日後の返済予定額

１年以内
（百万円）

１年超
２年以内
（百万円）

２年超
３年以内
（百万円）

３年超
４年以内

（百万円）

４年超
５年以内
（百万円）

５年超
（百万円）

長期借入金 751 751 751 188 1 2

合計 751 751 751 188 1 2

（3）金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の３つのレベル

に分類しております。
レベル１の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該時

価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価
レベル２の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル１のインプット以外の時価の算

定に係るインプットを用いて算定した時価
レベル３の時価：観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞ

れ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。

(1) 時価で連結貸借対照表に計上している金融商品

区分
時価（百万円）

レベル１ レベル２ レベル３ 合計
投資有価証券
その他有価証券
株式 5,098 − − 5,098
社債 − 1,791 − 1,791

資産計 5,098 1,791 − 6,889
デリバティブ取引
通貨関連 − 23 − 23

負債計 − 23 − 23
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(2) 時価で連結貸借対照表に計上している金融商品以外の金融商品

区分
時価（百万円）

レベル１ レベル２ レベル３ 合計
長期借入金 − 2,445 − 2,445

負債計 − 2,445 − 2,445
（注）時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明

投資有価証券
上場株式及び社債は相場価格を用いて評価しております。上場株式は活発な市場で取引されているため、その時価をレベル１

の時価に分類しております。一方で、当社が保有している社債は、市場での取引頻度が低く、活発な市場における相場価格とは
認められないため、その時価をレベル２の時価に分類しております。

デリバティブ取引
時価の算定方法は、取引金融機関等から提示された価格等に基づき算定しており、レベル２の時価に分類しております。

長期借入金
これらの時価は、元利金の合計額と、当該債務の残存期間及び信用リスクを加味した利率を基に、割引現在価値法により算定

しており、レベル２の時価に分類しております。

７．賃貸等不動産に関する注記
（1）賃貸等不動産の状況に関する事項

当社は、東京都において、賃貸用のオフィスビル（土地を含む）を有しております。2026年３月期にお
ける賃貸等不動産に関する賃貸損益は642百万円（賃貸収益は売上高、主な賃貸費用は売上原価に計上）で
あります。

（2）賃貸等不動産の時価に関する事項

連結貸借対照表計上額
当連結会計年度末の時価

（百万円）当連結会計年度期首残高
（百万円）

当連結会計年度増減額
（百万円）

当連結会計年度末残高
（百万円）

11,247 422 11,669 27,500
（注）１．連結貸借対照表計上額は、取得原価から減価償却累計額を控除した金額であります。

２．当連結会計年度の主な増加額は建設仮勘定の増加額（465百万円）、建物附属設備の取得（63百万円）、工具器具備品の取得
（2百万円）、主な減少額は減価償却費(108百万円）であります。

３．当連結会計年度末の時価は、「不動産鑑定評価基準」に基づいて自社で算定した金額（指標等を用いて調整を行ったものを
含む。）であります。
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８．収益認識に関する注記
（1）顧客との契約から生じる収益を分解した情報

主要な財又はサービス別に分解した収益の情報は以下のとおりであります。
（単位：百万円）

報告セグメント
その他 合計印刷機器

関連事業 不動産事業 計

日本 35,766 − 35,766 374 36,140
米州 5,627 − 5,627 125 5,753
欧州 19,626 − 19,626 68 19,695
アジア 16,297 − 16,297 41 16,339
顧客との契約から生じる収益 77,317 − 77,317 611 77,928
その他の収益 − 1,061 1,061 − 1,061
外部顧客への売上高 77,317 1,061 78,379 611 78,990
（注）１．売上高は顧客の所在地を基礎とし、国又は地域に分類しております。

各区分に属する主な国又は地域は以下のとおりであります。
米 州：米国
欧 州：ドイツ、イギリス、フランス
アジア：中国、タイ、韓国、インド

２．「印刷機器関連事業」には、印刷機器事業及びインクジェットヘッド事業を含んでおります。
３．「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、プリントクリエイト事業、デジタルコミュニケ

ーション事業及びアプリケーションソフトウェア事業等を含んでおります。

（2）顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
収益を理解するための基礎となる情報は「（4）会計方針に関する事項 ④ 重要な収益及び費用の計上基

準」に記載のとおりであります。
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（3）当連結会計年度及び翌連結会計年度以降の収益の金額を理解するための情報
① 契約資産及び契約負債の残高等

当連結会計年度

顧客との契約から生じた債権（期首残高） 13,604百万円

顧客との契約から生じた債権（期末残高） 14,405百万円

契約負債（期首残高） 1,491百万円

契約負債（期末残高） 1,616百万円

契約負債は主に、製品及びサービスの履行義務が充足される前に顧客から受け取った対価であり、連結貸
借対照表上、流動負債のその他に含まれております。
当連結会計年度に認識された収益の額のうち、期首現在の契約負債残高に含まれていた金額に重要性はあ

りません。

② 残存履行義務に配分した取引価格
当連結会計年度末における残存履行義務に配分した取引価格の金額に重要性はありません。

９．１株当たり情報に関する注記
１株当たり純資産額 1,093円58銭
１株当たり当期純利益金額 68円71銭
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10．重要な後発事象に関する注記
（自己株式の取得）
当社は、2026年５月８日開催の取締役会において、会社法第165条第３項の規定により読み替えて適用さ

れる同法第156条の規定に基づき、自己株式を取得することを決議いたしました。
なお、自己株式の取得に関する事項は、次のとおりであります。

１．理由
経営環境の変化に対応した機動的な資本政策の遂行及び株主への利益還元のため

２．取得対象株式の種類
当社普通株式

３．取得し得る株式の総数
220,000株

４．取得価額の総額
200,000,000円

５．取得期間
2026年５月22日から2026年６月22日まで

６．取得方法
東京証券取引所における市場買付
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貸 借 対 照 表
（2026年３月31日現在）

（単位：百万円）
資産の部 負債の部

科 目 金 額 科 目 金 額
流動資産
現金及び預金
受取手形
売掛金
商品及び製品
仕掛品
原材料及び貯蔵品
前払費用
関係会社短期貸付金
その他
貸倒引当金

固定資産
有形固定資産
建物
構築物
機械及び装置
車両運搬具
工具、器具及び備品
営業用資産
土地
リース資産
建設仮勘定

無形固定資産
ソフトウェア
その他

投資その他の資産
投資有価証券
関係会社株式
出資金
関係会社出資金
関係会社長期貸付金
従業員に対する長期貸付金
破産更生債権等
長期前払費用
繰延税金資産
差入保証金
保険積立金
前払年金費用
貸倒引当金

25,631
5,674
880

12,144
2,928
264

1,701
676
40

1,324
△3

52,689
26,899
5,860
225
305

3
769

1,580
17,465

131
557

1,490
1,322
167

24,299
6,911
6,704

2
2,178
4,774

7
9

221
17

1,180
1,551
789
△50

流動負債 17,550
支払手形 2,386
買掛金 3,408
短期借入金 3,500
１年内返済予定の長期借入金 751
リース債務 41
未払金 2,214
未払費用 572
未払法人税等 594
前受金 1,080
預り金 453
賞与引当金 1,789
役員賞与引当金 43
製品保証引当金 282
設備関係支払手形 385
その他 45

固定負債 2,461
長期借入金 1,693
リース債務 89
退職給付引当金 353
関係会社事業損失引当金 0
その他 324
負債合計 20,012

純資産の部
株主資本 55,372
資本金 14,114
資本剰余金 14,779
資本準備金 14,779
利益剰余金 36,293
利益準備金 3,528
その他利益剰余金 32,765
海外市場開拓積立金 4,078
設備拡充積立金 10,000
為替変動積立金 2,100
オープンイノベーション促進積立金 25
別途積立金 8,024
繰越利益剰余金 8,537

自己株式 △9,815
評価・換算差額等 2,936
その他有価証券評価差額金 2,936
純資産合計 58,308

資産合計 78,320 負債純資産合計 78,320
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損 益 計 算 書
(20252026

年
年

４
３

月
月

１
31

日から
日まで)

（単位：百万円）
科 目 金 額

売上高 57,187
売上原価 29,622

売上総利益 27,564
販売費及び一般管理費 24,984

営業利益 2,580
営業外収益

受取利息 194
有価証券利息 0
受取配当金 1,635
為替差益 359
その他 211 2,400

営業外費用
支払利息 90
固定資産除却損 4
その他 13 108
経常利益 4,873

特別利益
投資有価証券売却益 677
保険返戻金 73 751

特別損失
投資有価証券評価損 87
減損損失 75 162

税引前当期純利益 5,461
法人税、住民税及び事業税 1,045
法人税等調整額 25 1,070
当期純利益 4,391
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株主資本等変動計算書
(20252026

年
年

４
３

月
月

１
31

日から
日まで)

（単位：百万円）
株 主 資 本

資本金

資 本
剰余金 利 益 剰 余 金

資 本
準備金

利 益
準備金

そ の 他 利 益 剰 余 金
海外市場
開拓積立金

設備拡充
積立金

為替変動
積立金

オープンイノベーション
促進積立金

別 途
積立金

当期首残高 14,114 14,779 3,528 4,078 10,000 2,100 − 8,024
当期変動額
オープンイノベーション
促進積立金の積立 25
剰余金の配当
当期純利益
自己株式の取得
株主資本以外の項目の
事業年度中の変動額（純額）

当期変動額合計 − − − − − − 25 −
当期末残高 14,114 14,779 3,528 4,078 10,000 2,100 25 8,024

株 主 資 本 評価・換算差額等

純資産合計
利 益 剰 余 金

自己株式 株主資本
合計

その他有価証券
評価差額金

評価・換算
差額等合計

その他利益
剰余金 利益剰余金

合計繰 越 利 益
剰余金

当期首残高 7,376 35,108 △8,315 55,686 2,212 2,212 57,899
当期変動額
オープンイノベーション
促進積立金の積立 △25 − − −
剰余金の配当 △3,206 △3,206 △3,206 △3,206
当期純利益 4,391 4,391 4,391 4,391
自己株式の取得 △1,499 △1,499 △1,499
株主資本以外の項目の
事業年度中の変動額（純額） 723 723 723

当期変動額合計 1,160 1,185 △1,499 △314 723 723 408
当期末残高 8,537 36,293 △9,815 55,372 2,936 2,936 58,308
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個別注記表
１．重要な会計方針に係る事項
（1）資産の評価基準及び評価方法

① 有価証券の評価基準及び評価方法
イ．子会社株式及び関連会社株式 移動平均法による原価法を採用しております。
ロ．その他有価証券

市場価格のない株式等以外のも
の

時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は
移動平均法により算定）を採用しております。

市場価格のない株式等 移動平均法による原価法を採用しております。
② デリバティブの評価基準 時価法を採用しております。
③ 棚卸資産の評価基準及び評価方法
イ．商品及び製品、原材料、仕掛品 移動平均法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づ

く簿価切下げの方法により算定）を採用しております。
ロ．貯蔵品 最終仕入原価法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に

基づく簿価切下げの方法により算定）を採用しております。

（2）固定資産の減価償却の方法
① 有形固定資産

（リース資産を除く）
定率法を採用しております。ただし、建物（建物附属設備を除

く）並びに2016年４月１日以降に取得した建物附属設備及び構築
物については、定額法によっております。

② 無形固定資産
（リース資産を除く）

定額法を採用しております。
なお、ソフトウェア（自社利用分）については、社内における利

用可能期間（５年間）に基づく定額法によっております。
③ リース資産 リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用し

ております。

（3）引当金の計上基準
① 貸倒引当金 売上債権、貸付金等の貸倒損失に備えるため、一般債権について

は貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に
回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。

② 賞与引当金 従業員賞与の支給に備えるため、賞与支給見込額に基づき計上し
ております。

③ 役員賞与引当金 役員賞与の支出に備えるため、支給見込額に基づき計上しており
ます。

④ 製品保証引当金 保証期間内製品の補修部品費用の支出に備えるため、過去の実績
に基づき、発生見込額を計上しております。
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⑤ 退職給付引当金 従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付
債務及び年金資産の見込額に基づき計上しております。
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末ま

での期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によってお
ります。
過去勤務費用については、その発生時の従業員の平均残存勤務期

間以内の一定の年数（12年）による定額法により費用処理してお
ります。
数理計算上の差異については、各事業年度の発生時における従業

員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（12年）による定率法に
より算定した額をそれぞれ発生の翌事業年度から費用処理すること
としております。

⑥ 関係会社事業損失引当金 子会社等が営む事業の損失に備えるため、当社が負担することと
なる損失見込額を計上しております。

（4）重要な収益及び費用の計上基準
当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務の内容及び当該履行義務

を充足する通常の時点（収益を認識する通常の時点）は以下のとおりであります。
印刷機器事業の製品の販売に係る収益の計上基準
製品の販売については、製品の引渡時点において顧客が当該製品に対する支配を獲得し、履行義務が充

足されると判断していることから、製品の引渡時点で収益を認識しております。
なお、一部製品については、顧客との契約内容並びに出荷及び配送に要する日数に照らして出荷時点で

収益を認識しております。

（5）その他計算書類作成のための基本となる重要な事項
退職給付に係る会計処理
退職給付に係る未認識数理計算上の差異及び未認識過去勤務費用の未処理額の会計処理の方法は、連結

計算書類におけるこれらの会計処理の方法と異なっております。

２．会計上の見積りに関する注記
繰延税金資産
（1）当事業年度の計算書類に計上した金額

（単位：百万円）
当事業年度

繰延税金資産 17

（2）識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
連結計算書類「連結注記表 ２．会計上の見積りに関する注記」の内容と同一であります。
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３．貸借対照表に関する注記
（1）有形固定資産の減価償却累計額 37,371百万円

（2）保証債務
関係会社の金融機関からの借入金等に対する債務保証
保証先
RISO HONG KONG LTD. 30百万円
RISO (Deutschland) GmbH 6百万円
RISO INDIA PRIVATE LTD. 3百万円
RISO FRANCE S.A. 0百万円

（3）関係会社に対する金銭債権、債務
短期金銭債権 6,646百万円
短期金銭債務 2,165百万円
長期金銭債務 5百万円

４．損益計算書に関する注記
（1）関係会社との取引高

売上高 20,526百万円
仕入高 12,165百万円
有償支給高 730百万円
販売費及び一般管理費 123百万円
営業取引以外の取引高 1,670百万円

（2）投資有価証券評価損
連結計算書類「連結注記表 ４．連結損益計算書に関する注記」の内容と同一であります。

（3）減損損失
連結計算書類「連結注記表 ４．連結損益計算書に関する注記」の内容と同一であります。
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５．株主資本等変動計算書に関する注記
自己株式の種類及び株式数に関する事項

株式の種類 当事業年度期首
の株式数

当事業年度
増加株式数

当事業年度
減少株式数

当事業年度末
の株式数

普 通 株 式 7,879,016株 1,215,600株 − 9,094,616株
（注) 自己株式の数の増加は、取締役会の決議に基づく自己株式の取得による増加1,215,600株であります。

６．税効果会計に関する注記
繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
繰延税金資産
未払事業税 80百万円
貸倒引当金 17百万円
賞与引当金 563百万円
試験研究費 364百万円
投資有価証券評価損 30百万円
関係会社株式評価損 1,887百万円
関係会社出資金評価損 299百万円
退職給付引当金 136百万円
その他 673百万円
繰延税金資産小計 4,054百万円
評価性引当額 △2,442百万円

繰延税金資産合計 1,611百万円
繰延税金負債
前払年金費用 △248百万円
その他有価証券評価差額金 △1,345百万円

繰延税金負債合計 △1,593百万円
繰延税金資産（負債）の純額 17百万円

７．リースにより使用する固定資産に関する注記
オペレーティングリース取引（貸主側）
未経過リース料
１年内 1,114百万円
１年超 6,673百万円
合計 7,788百万円
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８．関連当事者との取引に関する注記
（1）親会社及び法人主要株主等

該当事項はありません。

（2）役員及び個人主要株主等
該当事項はありません。

（3）子会社等

属性 会社等
の名称

資本金又
は出資金
（百万円）

事業の内容
又は職業

議決権等
の所有

（被所有）
割合
（％）

関係内容
取引の
内容

取引金額
（百万円） 科目 期末残高

（百万円）役員の
兼任等

事業上
の関係

子会社
RISO

FRANCE
S.A.

1,013 当社印刷機器
製品の販売 100 役員

１名 子会社
製品の
販売

（注）１
3,940 売掛金 1,412

子会社
理想工業
（香港）
有限公司

751 当社印刷機器
製品の製造 100 − 子会社

原材料の
仕入

（注）２
4,794 買掛金 819

子会社
理想

（中国）
科学工業
有限公司

661
当社印刷機器
製品の製造・

販売
100 役員

１名 子会社
製品の
販売

（注）１
2,458 売掛金 845

子会社
RISO

INDUSTRY
（THAILAND）

CO.,LTD.
947 当社印刷機器

製品の製造 100 − 子会社
原材料の
仕入

（注）２
4,148 買掛金 789

子会社 理想テクノロジ
ーズ株式会社 800

インクジェット
ヘッド及びその
関連商品の開発
・製造・販売

100 − 子会社

原材料の
仕入

（注）２
2,995 買掛金 261

利息の
受取 94

長期
貸付金

（注）3
（一年内回収
予定含む）

5,474

取引条件及び取引条件の決定方針等
（注) １．製品及び原材料の販売については、市場実勢を勘案し協議の上で決定しております。

２．原材料の仕入については、当社製品の市場価格から算定した価格と理想テクノロジーズ株式会社、理想工業（香港）有限公
司及びRISO INDUSTRY（THAILAND）CO.,LTD.から提示された総原価を検討の上決定しております。

3．資金の貸付については、市場金利を勘案して決定しております。
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９．収益認識に関する注記
顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報について、「連結注記表 ８．収益認識に

関する注記」に同一の内容を記載しているため、注記を省略しております。

10．１株当たり情報に関する注記
１株当たり純資産額 926円92銭
１株当たり当期純利益金額 68円91銭

11．重要な後発事象に関する注記
（自己株式の取得）
当社は、2026年５月８日開催の取締役会において、会社法第165条第３項の規定により読み替えて適用さ

れる同法第156条の規定に基づき、自己株式を取得することを決議いたしました。
なお、自己株式の取得に関する事項は、次のとおりであります。

１．理由
経営環境の変化に対応した機動的な資本政策の遂行及び株主への利益還元のため

２．取得対象株式の種類
当社普通株式

３．取得し得る株式の総数
220,000株

４．取得価額の総額
200,000,000円

５．取得期間
2026年５月22日から2026年６月22日まで

６．取得方法
東京証券取引所における市場買付
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連結計算書類に係る会計監査報告

独立監査人の監査報告書
2026年５月19日

理想科学工業株式会社
取締役会 御中

有限責任 あずさ監査法人
東京事務所

指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士 森 本 泰 行

指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士 稲 垣 吉 登

監査意見
当監査法人は、会社法第444条第４項の規定に基づき、理想科学工業株式会社の2025年４月１日から2026年３月31日までの

連結会計年度の連結計算書類、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表について
監査を行った。
当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、理想科学工業

株式会社及び連結子会社からなる企業集団の当該連結計算書類に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正
に表示しているものと認める。

監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法

人の責任は、「連結計算書類の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する
規定（社会的影響度の高い事業体の財務諸表監査に適用される規定を含む。）に従って、会社及び連結子会社から独立しており、
また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入
手したと判断している。

その他の記載内容
その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。

また、監査役及び監査役会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視するこ
とにある。
当監査法人の連結計算書類に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に

対して意見を表明するものではない。
連結計算書類の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と連結

計算書類又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違
以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告することが

求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
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連結計算書類に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結計算書類を作成し適正に表示する

ことにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結計算書類を作成し適正に表示するために経営者が必要と判
断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
連結計算書類を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結計算書類を作成することが適切であるかどうかを評

価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合に
は当該事項を開示する責任がある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

連結計算書類の監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結計算書類に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないか

どうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結計算書類に対する意見を表明することにある。虚偽
表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結計算書類の利用者の意思決定に影響を与えると
合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断

を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実
施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・連結計算書類の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に
際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。

・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注
記事項の妥当性を評価する。

・経営者が継続企業を前提として連結計算書類を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企
業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の
前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結計算書類の注記事項に注意を喚起すること、又は重
要な不確実性に関する連結計算書類の注記事項が適切でない場合は、連結計算書類に対して除外事項付意見を表明することが求
められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継
続企業として存続できなくなる可能性がある。

・連結計算書類の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとと
もに、関連する注記事項を含めた連結計算書類の表示、構成及び内容、並びに連結計算書類が基礎となる取引や会計事象を適正
に表示しているかどうかを評価する。

・連結計算書類に対する意見表明の基礎となる、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠を入手するため
に、連結計算書類の監査を計画し実施する。監査人は、連結計算書類の監査に関する指揮、監督及び査閲に関して責任がある。
監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不

備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査

人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許
容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。

利害関係
会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上
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計算書類に係る会計監査報告

独立監査人の監査報告書
2026年５月19日

理想科学工業株式会社
取締役会 御中

有限責任 あずさ監査法人
東京事務所

指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士 森 本 泰 行

指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士 稲 垣 吉 登

監査意見
当監査法人は、会社法第436条第２項第１号の規定に基づき、理想科学工業株式会社の2025年４月１日から2026年３月31日

までの第72期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表並びにその附属明
細書（以下「計算書類等」という。）について監査を行った。
当監査法人は、上記の計算書類等が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、当該計算書類等

に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法

人の責任は、「計算書類等の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規
定（社会的影響度の高い事業体の財務諸表監査に適用される規定を含む。）に従って、会社から独立しており、また、監査人とし
てのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断して
いる。

その他の記載内容
その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。

また、監査役及び監査役会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視するこ
とにある。
当監査法人の計算書類等に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対

して意見を表明するものではない。
計算書類等の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と計算書

類等又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外
にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告することが

求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
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計算書類等に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算書類等を作成し適正に表示するこ

とにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算書類等を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断し
た内部統制を整備及び運用することが含まれる。
計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計算書類等を作成することが適切であるかどうかを評価

し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には
当該事項を開示する責任がある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

計算書類等の監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算書類等に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかど

うかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から計算書類等に対する意見を表明することにある。虚偽表示
は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、計算書類等の利用者の意思決定に影響を与えると合理的
に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断

を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実
施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・計算書類等の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際
して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。

・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注
記事項の妥当性を評価する。

・経営者が継続企業を前提として計算書類等を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業
の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前
提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において計算書類等の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な
不確実性に関する計算書類等の注記事項が適切でない場合は、計算書類等に対して除外事項付意見を表明することが求められて
いる。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業と
して存続できなくなる可能性がある。

・計算書類等の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかととも
に、関連する注記事項を含めた計算書類等の表示、構成及び内容、並びに計算書類等が基礎となる取引や会計事象を適正に表示
しているかどうかを評価する。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不

備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査

人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許
容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。

利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上
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監査役会の監査報告

監 査 報 告 書

当監査役会は、2025年４月１日から2026年３月31日までの第72期事業年度における取締役の職務の執
行に関して、各監査役が作成した監査報告書に基づき、審議の上、本監査報告書を作成し、以下のとおり報
告いたします。

１．監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容
（１）監査役会は、監査の方針、監査計画等を定め、各監査役から監査の実施状況及び結果について報告

を受けるほか、取締役等及び会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じ
て説明を求めました。

（２）各監査役は、監査役会が定めた監査役監査の基準に準拠し、監査の方針、監査計画等に従い、取締
役、内部監査部門その他の使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努める
とともに、以下の方法で監査を実施いたしました。
①取締役会その他重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行状況について報告
を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社及び主要な事業所において
業務及び財産の状況を調査いたしました。また、子会社については、子会社の取締役及び監査役
等と意思疎通及び情報の交換を図り、必要に応じて子会社から事業の報告を受けました。

②事業報告に記載されている取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための
体制その他株式会社及びその子会社から成る企業集団の業務の適正を確保するために必要なもの
として会社法施行規則第100条第１項及び第３項に定める体制の整備に関する取締役会決議の内
容及び当該決議に基づき整備されている体制（内部統制システム）について、取締役及び使用人
等からその構築及び運用の状況について定期的に報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を
表明いたしました。

③会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとと
もに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めまし
た。また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」（会社計
算規則第131条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基準」（企業会計審議会）等に従
って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。

以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算書類（貸借対照表、損
益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表）及びその附属明細書並びに連結計算書類（連結貸借
対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表）について検討いたしました。
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２．監査の結果
（１）事業報告等の監査結果

①事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示しているものと認
めます。

②取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められ
ません。

③内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。また、当該内部統制シ
ステムに関する事業報告の記載内容及び取締役の職務の執行についても、指摘すべき事項は認め
られません。

（２）計算書類及びその附属明細書の監査結果
会計監査人有限責任 あずさ監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

（３）連結計算書類の監査結果
会計監査人有限責任 あずさ監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

2026年５月19日
理想科学工業株式会社 監査役会

常勤監査役 鈴 木 一 豊 ㊞
常勤監査役 高 橋 勇 一 ㊞
社外監査役 奈 良 正 哉 ㊞
社外監査役 谷 口 博 文 ㊞
社外監査役 垣 本 昌 久 ㊞

以 上
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株主総会参考書類
第１号議案 剰余金処分の件
当期の期末配当につきましては、当期の業績及び今後の事業展開等を勘案しまして、以下のとおりといたした

いと存じます。
１．配当財産の種類

金銭といたします。
２．配当財産の割当てに関する事項及びその総額

当社普通株式１株につき金50円といたしたいと存じます。
なお、この場合の配当総額は3,145,269,200円となります。

３．剰余金の配当が効力を生じる日
2026年６月25日といたしたいと存じます。

第２号議案 取締役賞与支給の件
当事業年度末時点の社外取締役を除く取締役３名に対し、当事業年度の業績等を勘案して、取締役賞与を総額

43百万円支給することといたしたく存じます。
当社の取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針は、事業報告の「2．会社の現況 (３)会社役員の状況 ⑤

取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する方針」に記載のとおりであります。
本議案は取締役会において、当事業年度の業績等を勘案した上で相当であると判断し決定しております。

以 上
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理想科学工業株式会社
本社

JR田町駅

田町センタービル

三田口(西口)

みずほ銀行

芝浦口(東口)

至品川

札の辻
交差点

至品川

第一京浜(国道15号)

至赤羽橋

都営浅草線
A4出口

都営浅草線三田駅

至内幸町

至新橋

至浜松町

正面入口

都営三田線三田駅

第72回定時株主総会会場ご案内図

会場：東京都港区芝五丁目34番７号 田町センタービル
理想科学工業株式会社 本社４階会議室

Ｊ Ｒ：田町駅、三田口（西口）から徒歩１分
地下鉄：三田駅（都営浅草線・三田線)、

Ａ４出口から徒歩１分

※駐車場の用意はいたしておりませんので、お車での
ご来場はご遠慮いただきたくお願い申し上げます。
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